
議案第６８号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

 リース公用車の自損事故に関する損害賠償の額を定めることについて、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1項の規定により、次のとおり議会

の議決を求める。 

 

１ 事  故  名  リース公用車の自損事故 

２ 当  事  者  損害賠償請求者 

           _________________________ 

           ________________________________________ 

           損害賠償支払者 

           石垣市字真栄里 672 番地 

石垣市 

３ 事故発生年月日  令和 6年 6月 25 日 

４ 事故発生場所   石垣市字真栄里 1093 番地 189 付近 

５ 損害賠償額    1,708,250 円 

 

 

令和 6 年 8 月 7 日提出 

               石垣市長 中 山 義 隆 

 

 

理 由 

  リース公用車の自損事故に関する損害賠償の額を定めるためには、

地方自治法第 96 条第 1 項の規定により議会の議決を必要とする。 

  これが、この議案を提出する理由である。 



【別紙】 

 

事故の概要 

 

１ 事故名：リース公用車の自損事故 

 

２ 当事者：石垣市農林水産商工部むらづくり課 職員 

 

３ 事故発生年月日：令和６年６月２５日 午後４時頃 

 

４ 事故発生場所：石垣市字真栄里１０９３番地１８９付近 

 

５ 事故内容： 

令和６年６月２５日午後 4 時頃、石垣市農林水産商工部むらづくり課の職

員が運転するリース公用車が、市道宮良産業道路を沖縄県農業研究センター石

垣支所方面へ北西に進行中、居眠り運転により、左側ガードレールに衝突。車

両は全損となった。 

 

６ 損害賠償額等について： 

車両全損により、リース契約の相手方である＿＿＿＿＿＿＿＿とリース契

約中途解約協定を締結し、解約金として 1,708,250 円を支払う。 

財源について、本市加入の全国市有物件災害共済会より保険金 1,309,290 円

を充当し、残額 398,960 円は市の単費より支払いとなる。 


